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(57)【要約】
【課題】本発明は遠隔器具の無線制御のために構成され
た装置（１）に関し、装置（１）は一つ以上の入力部材
（２）を備え、装置（１）は手持ち手術用具（３）に離
脱可能に取付けるように構成され、遠隔器具は手持ち手
術用具（３）とは異なっている。本発明はまた、遠隔器
具を制御するための方法にも関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術を実行するためのシステムであって：
１）遠位に端部作動体と近位に使用者が掴むためのハンドル３とを備え、かつハンドルの
操作が端部作動体を作動させる手持ち手術用具と；
２）遠隔器具の無線制御に適した信号を生成するように構成され、一つ以上の入力部材２
を備え、その入力部材２の操作により前記信号を生成する装置１と；
３）ハンドル３の部分またはハンドル３に遠位に隣接した手術用具の部分を受取り、かつ
少なくとも部分的に掴む受け面２７を備え、それによりクリップ５を手持ち手術用具と離
脱可能に係合するクリップ５であって、さらに、受け面２７から外側に、ハウジング部材
１９および前記ハウジング部材１９と移動可能に係合する少なくとも一つの支持部材２０
を備えるクリップ５と、を備え；
装置１および前記支持部材２０は、それぞれの上に設けられた結合要素１０，９が互いに
嵌合することによって相互結合されるシステム。
【請求項２】
　パーツキットであって：
１）遠隔器具の無線制御に適した信号を生成するように構成され、一つ以上の入力部材２
を備え、その入力部材２の操作により前記信号を生成する装置１と；
２）手持ち手術用具と離脱可能に留め係合するように構成され、かつ手持ち手術用具の部
分、特にそのハンドルの部分またはハンドルに遠位に隣接した部分、を受取り、かつ少な
くとも部分的に掴む受け面２７を備えるクリップ５であって、さらに、受け面２７から外
側にハウジング部材１９と、前記ハウジング部材１９と移動可能に係合する少なくとも一
つの支持部材２０を備えるクリップ５と、を備え；
装置１および前記支持部材２０は、互いに嵌合する結合要素１０，９をそれらの相互結合
のために備えるパーツキット。
【請求項３】
　ハウジング部材１９が、クリップ５の受け面２７の少なくとも一部と外周上で同じ広さ
に広がる、請求項１、または２に記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項４】
　支持部材２０が、それぞれのハウジング部材１９の外周の少なくとも一部に沿って移動
可能である、請求項３に記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項５】
　支持部材２０が、ハウジング部材１９上の二つ以上の別個の位置間で移動可能であるか
、またはハウジング部材１９の与えられた外周間隔に沿って連続的に移動可能である、請
求項１～４のいずれかに記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項６】
　支持部材２０が、ハウジング部材１９と滑動可能に係合する、請求項１～５のいずれか
に記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項７】
　支持部材２０が、ハウジング部材１９から半径方向外側に通常は突出するボデーを画定
し、前記ボデーは半径方向近位端３４、半径方向遠位端２３および前記端部をつなぐ中間
に挿入されたステム部３６を画定する、請求項１～６のいずれかに記載のシステムまたは
パーツキット。
【請求項８】
　支持部材２０の半径方向遠位端２３において、または近接して結合要素９が設けられる
、請求項７に記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項９】
　結合要素９が備えられる支持部材２０に対して、結合要素９が移動可能である、請求項
８に記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項１０】
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　結合要素９，１０が支持部材２０と装置１との間で、移動可能な、好ましくは滑動可能
な相互結合であるように構成される、請求項１～９のいずれかに記載のシステムまたはパ
ーツキット。
【請求項１１】
　装置１が、同一の信号を生成するように構成された少なくとも一対の、たとえば二対、
三対、またはそれ以上の対の入力装置２を備え、前記対のおのおのの部材が装置１の反対
横方向側面４にほぼ対称に位置決めされ；好ましくは各対がその他の対とは異なった信号
を生成するように構成される、請求項１～１０のいずれかに記載のシステムまたはパーツ
キット。
【請求項１２】
　装置１が、同一の信号を装置１の同じ横方向側面４上で生成するように構成された、少
なくとも一対の入力部材２を備えた、請求項１～１０のいずれかに記載のシステムまたは
パーツキット。
【請求項１３】
　前記無線制御が送信機‐受信機システムによって実行され、好ましくは装置が送信機お
よび器具を備え、または前記器具を制御するように構成された第二の器具が受信機を備え
る、請求項１～１２のいずれかに記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項１４】
　装置が遠隔器具またはその一部の空間的移動を制御するように構成される、請求項１～
１３のいずれかに記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項１５】
　たとえば腹腔鏡および／または内視鏡視覚化システムのための位置決めシステムのよう
な、手術用具のための、または荷重搬送プラットフォームのための位置決めシステム、を
備えるグループから、遠隔器具が選出される、請求項１～１４のいずれかに記載のシステ
ムまたはパーツキット。
【請求項１６】
　装置が、遠隔器具によって実行されるコンピュータコマンドを制御するように構成され
た、請求項１～１４のいずれかに記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項１７】
　一つ以上の入力部材の操作により、装置が遠隔器具を制御するのに適した信号を生成す
る、請求項１～１６のいずれかに記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項１８】
　操作は、一つ以上の入力部材またはその部分の空間的移動を実行すること、および／ま
たは圧力を印加すること、を備える、請求項１～１７のいずれかに記載のシステムまたは
パーツキット。
【請求項１９】
　装置が手持ち手術用具に取付けられる場合に、手持ち手術用具を保持する手の少なくと
も一本の指で入力部材が操作出来るように、一つ以上の入力部材が位置決めされる、請求
項１～１８のいずれかに記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項２０】
　入力部材が、ジョイスティック、押しボタンスイッチ、タッチパッドまたは回転ボール
を備えたグループから選択される、請求項１～１９のいずれかに記載のシステムまたはパ
ーツキット。
【請求項２１】
　ジョイスティックが、遠隔器具またはその部分の１～３直行軸に沿った空間的移動を作
動させるように構成される、請求項１９に記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項２２】
　遠隔器具またはその部分の２直行軸に沿った空間的移動を作動させるように構成された
、少なくとも一つのジョイスティック、および遠隔器具またはその部分の第三の直行軸に
沿った空間的移動を作動させるように構成された、少なくとも一つのジョイスティック、
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を装置が備える、請求項１９に記載のシステムまたはパーツキット。
【請求項２３】
　手術用具が腹腔鏡手術用具である、請求項１～２２のいずれかに記載のシステムまたは
パーツキット。
【請求項２４】
　消毒に適した、または使い捨てに適した、請求項１～２３のいずれかに記載のシステム
またはパーツキット。
【請求項２５】
　請求項１～２４のいずれかにおいて定義された装置１。
【請求項２６】
　請求項１～２４のいずれかにおいて定義されたクリップ５。
【請求項２７】
　請求項１～２４のいずれかに記載のシステムまたはパーツキットを、または請求項２５
に記載の装置を、または請求項２６に記載のクリップ５を、手術において使用すること。
【請求項２８】
　手持ち手術用具および遠隔器具の操作を制御するための方法であって、ここで前記遠隔
器具は手術用具とは別個であり：
　ａ）請求項１～２４のいずれかにおいて定義されたパーツキットを手持ち手術用具へ取
付けるステップと；
　ｂ）手術用具をその操作のために手で保持するステップと；
　ｃ）前記装置の入力部材（一つまたは複数）を、手持ち手術用具を保持する手の少なく
とも一本の指によって操作することによって、前記遠隔器具を制御するステップと；
を備えた方法。
【請求項２９】
　前記手持ち手術用具および前記遠隔器具の動作は同時に制御される、請求項２８に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、侵襲性を極小にした外科手術の分野に関する。第一の態様において、本発明
は遠隔器具を無線制御するための装置に関し、たとえば内視鏡または出願に引用される分
野における内視鏡に類するものに関する。別の態様においては、本発明はまた、本発明に
よる装置を用いることによって、遠隔器具を動作させる方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　低侵襲手術（MIS: minimally invasive surgery）は、今日ますます一般的になってい
る新しい手術の種類である。別の良く知られた表現では「内視鏡手術」である。この方法
によれば、外科手術はいくらかの長さ、細さ、剛性のある器具、小型内視鏡カメラの助け
によって、自然身体開口部または小切開（「鍵穴手術」）を介して行われる。内視鏡は基
本的にケーブルおよび光源を有する長く細いレンズに取付けられたカメラである。光源は
レンズに取付けられ、視認されるべき領域を照射するために光を供する。カメラに取付け
られたケーブルは、カメラの焦点視野を表示するTVスクリーンに接続される。内視鏡は、
大きな切開をすることなく、外科医が手術領域の照射され拡大された映像を得ることを可
能にする。内視鏡の助けにより、外科医はいくつかの小さな切開をすることにより、そう
でなければ単一の大きな切開をすることにより行うであろう同じ処置を行うことが出来る
。内視鏡手術における特殊技術には、胸腔または胸部の視覚化である胸腔鏡検査、および
腹腔の視覚化である腹腔鏡検査を含む。
【０００３】
　通常の切開手術と比較すると、患者にとっていくつかの利点が存在する。内視鏡手術の
利点は、たとえば術後回復の改善、痛みの減少、器官への緊張が少ないこと、より少ない
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損傷（美的な理由）、およびより迅速な活動への復帰とこれらによる経済的な利益（より
短い疾病時間）を含む。
【０００４】
　しかしながら、手術室においては、しばしば多くの複雑な外科手術用具が使用可能で、
内視鏡外科処置中に制御され、操作されなければならない。このような内視鏡手術に関係
する大きな問題は、内視鏡によって供給される映像と他の遠隔手術用具との間のコーディ
ネーションが不十分で、内視鏡手術において干渉を起こすことである。内視鏡手術の結果
の質は、処置を通して手術部位の視界に大きく依存する。今日、内視鏡手術医は、処置中
の最適視界を供給するために内視鏡を保持するアシスタントおよび／または看護士に頼ら
なければならない。しかしながら、経験のあるアシスタントであっても外科医の最適視界
もしくは次の行動を、予測しあるいは解釈することがいつも出来るとは限らない。外科医
とアシスタント間のコミュニケーションが、従ってしばしば処置を遅らせ、効率を下げ、
ストレスを招き、手術の安全性を損なう。
【０００５】
　国際公開第97/29690号パンフレット（特許文献１）は、低侵襲性処置に対するロボット
システムを開示しており、手術用具を保持するロボットアームが、外科医によってジョイ
スティック操作の装置を用いて遠隔制御される。しかしながら、このようなシステムでは
、外科医の触覚と器用さは、長く細い内視鏡用具を使うことのために大幅に減少し、手術
用具の先端における道具の細かな動きは不足する可能性がある。さらに、このようなシス
テムでは、外科医は内視鏡カメラのような視覚化手段に対する制御が出来ず、内視鏡を保
持して最適視界を供給するアシスタントおよび／または看護士に相変わらず頼る必要があ
る。
【０００６】
　さらに、独国特許発明第10 033 680号明細書（特許文献２）は、外科医によって保持さ
れる手術用具以外の器具を制御するための、ジョイスティック操作の装置を開示している
。そのような装置は、指または掌のような外科医の身体に直接取付けられる。しかしなが
ら、そのような装置を使用することは、ジョイスティック操作の装置を保持する手により
手術用具を操作する外科医の自由を制限する。
【０００７】
　欧州特許出願公開第1 253 509号明細書（特許文献３）は、腹腔鏡手術のために使われ
る器具のハンドルに組み込まれたジョイスティック装置を記述しており、ジョイスティッ
クの頭部は操作者の指がそれを操作するためにアクセス可能となっている。ジョイスティ
ックは、使用者の指の空間的な動きを、ジョイスティック装置と有線または無線で結ばれ
た対象物の空間的な動きに、変換することが出来る。しかしながら、そのようなシステム
の主な不都合は、ジョイスティック装置は様々な種類の手術用具と組み合わせられるよう
に適合しておらず、たとえば手術の最中に操作者によって使用される異なった外科用具間
で、直ちに互換可能であるというわけではない。さらに、欧州特許出願公開第1 253 509
号明細書（特許文献３）において開示されたシステムは、ジョイスティックが組み込まれ
た外科手術用具のハンドルに対して、ジョイスティックは単一で、固定された位置のみ許
容している。それ故外科医は、ジョイスティックを操作する一本の指または複数の指が、
ジョイスティックへよりアクセスし易くするようなジョイスティックの手に対する位置を
、簡単に調整する選択の自由を与えられていない。また、欧州特許出願公開第1 253 509
号明細書（特許文献３）のシステムは、特に親指を使ってジョイスティクを操作するのに
適しており、その一方他の指もまた手術中に利用可能または自由にしておくことは簡単で
ない。欧州特許出願公開第1 253 509号明細書（特許文献３）はまた、例えば指輪の形の
ように指の幅で外科医が装着するジョイスティクについても説いている。しかしながら、
この構成では手術中に外科医が手を入れ替えたいときはいつも、指輪とそれに関連した道
具を一方の手から他方へ位置を変えなければならず、手術のプロセスを妨げる。
【０００８】
　従って上記に鑑み、低侵襲性外科処置を実行するための改善された装置ならびに方法に
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対して、本技術分野における必要性が大きいまま残っていることは明白である。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、手術用具ならびに遠隔器具の操作を制御するための改善され
た装置ならびに方法を提供することである。
【００１０】
　特に本発明の目的は、手術用具ならびに、手で保持する手術用具とは異なった一つ以上
の遠隔器具の操作を制御するための改善された装置ならびに方法を提供することである。
【００１１】
　手術用具ならびに一つ以上の遠隔器具の操作を制御するための改善された装置を提供す
ることは、本発明のもう一つの特別な目的であり、それにより装置は様々な種類の手術用
具を組み合わせるように適合可能でかつ組み合わせて使用可能である。
【特許文献１】国際公開第97/29690号パンフレット
【特許文献２】独国特許発明第10 033 680号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第1 253 509号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、特に低侵襲手術の分野において手術用具ならびに一つ以上の遠隔器具の作動
および操作を制御するための改善された装置ならびに方法に向けられている。さらに特に
、本発明は手術用具ならびに遠隔器具の作動を同時に制御するのに適合した、改善された
装置ならびに方法を提供することであり、それにより前記制御が一人の同一人物、通常は
外科医によって実行されることが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　第一の態様では、本発明は従って遠隔器具の無線制御のために構成された装置を提供し
、装置は一つ以上の入力部材を備える。特に、装置は前記遠隔器具の無線制御に適した信
号を生成することが出来、使用者による入力部材の操作により装置がそのような信号を生
成する。
【００１４】
　本装置は特に、手持ち手術用具に離脱可能に取付けるように構成され、また遠隔器具は
手持ち手術用具とは別個であることに特徴付けられる。遠隔機能の無線制御のためのこの
外科医操作の本装置は、以下の基本的な特徴を有する。
【００１５】
　装置は手持ち手術用具に離脱可能に取付けられるように構成される。ここで使用される
離脱可能取付けは、装置が手術用具にそれとの直接的な取り付けによって連結され得るか
、または適宜に構成された挿入部材（たとえば適当なアダプター手段またはクリップ）を
介して間接的に結合される状況に言及し、前記挿入部材は装置と手術用具の双方に繋がっ
ていて、前記連結は好ましくは手術をする外科医によって解放させ得る。それ故、連結は
通常外科医が利用可能な行動、たとえば引く、押す、切る、傾ける、廻すなどが可能であ
る。このような連結の解放は、装置と手術用具間の直接的取り付けの解放、またはこれら
が挿入部材を介して間接的に結合されている他の場合の、装置と挿入部材間の連結の解放
および／または挿入部材と手術用具間の連結の解放を含むことは明らかである。従って、
たとえば装置の手術用具への離脱可能な連結は、装置と挿入部材間の離脱可能連結から、
および／または挿入部材と手術用具間の離脱可能連結から、生じても良い。たとえば、使
用者またはアシスタントは装置および／または挿入部材を掴んでこれを手術用具から取外
して良い。
【００１６】
　本発明では、装置が上記のように手術用具に取付けられまたは連結されると、そのよう
な取付けまたは連結は、好ましくは装置と手術用具間の安定した空間的関連性を生成し、
すなわち空間的関連性の継続保持は手術する外科医のどのような行動も基本的には必要と
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せず、関連性は手術におけるシステムの通常使用の間、本質的に変化無く、もちろん外科
医が手術用具に対する装置の位置を意識的に変化させない限り、適切に安定している。
【００１７】
　装置の手術用具への離脱可能取付けまたは連結は、使用者またはアシスタントが二つ以
上の異なった手術用具間で装置を直ちに適合させることを可能にし、使用者が異なった手
術用具間の切り替えをしながら装置動作機能の制御を維持するようにしている。さらに、
いくつかの実施形態においては、装置は与えられた手術用具上に用具に関連した様々な空
間的関連性において離脱可能に取付け可能であり；そのような例では、装置と用具間の連
結を直ちに解放し、次に異なった空間的関係で二つを再連結することが出来るため、操作
者は装置の位置を調整して装置またはその入力部材を適切にアクセスしやすくすることが
可能である。
【００１８】
　好ましい実施形態において、装置および手術用具間の離脱可能取付けは、アダプター手
段を介して実現可能である。いくつかの実施形態においては、アダプター手段は、手術用
具の一部を少なくとも部分的に取囲むことが可能な留め具要素によって手術用具に面する
ように構成された側部に設けられて良い。
【００１９】
　好ましくは、アダプター手段と手術用具間のそのような留め結合は離脱可能であって良
く、外科医はアダプター手段およびそれによって装置、たとえば同じ手術用具上の異なっ
た位置あるいは異なった手術用具へ位置決めすることが出来る。
【００２０】
　それに応じて実施形態においては、アダプター手段は少なくとも二つの異なった位置で
手術用具との留め係合が可能である。従って、装置をそのように特異的に位置決めされた
アダプター手段に結合することによって、装置およびその入力部材は用具に対して異なっ
て位置決めされる。本発明はこのように使用者が、装置が取付けられている手術用具に対
して装置の空間的な位置を調整することを可能にし、外科医の装置およびその入力部材へ
のアクセスしやすさを改善している。
【００２１】
　たとえば、一実施形態においては、アダプター手段と手術用具の部分との間の留めによ
る関連付けは、アダプター手段の留め要素によって少なくとも部分的に囲われた外周を有
する手術要素の断面領域を画定する。一実施形態においては、アダプター手段は、前記断
面外周に対する二つ以上の異なった角度位置において、手術用具の前記部分と留め係合を
することが可能である。このよう場合には、たとえば、装置がアダプター手段の留め要素
に対するある外周位置に供給されると、上記係合は前記断面外周に対する二つ以上の異な
った外周位置で装置を位置決めすることを可能にする。このことはたとえば使用者の手に
対する装置の位置を調整するのを助けることが出来る。
【００２２】
　従って、本態様において発明はまた、前記装置とアダプター手段を備えたパーツキット
に関し、アダプター手段は手術用具の部分を受取り、少なくとも部分的に囲むべく構成さ
れる。たとえば、好ましい実施形態ではアダプター手段は、手術用具の部分と留め係合す
るべく構成された留め要素、好ましくは一対以上の留め要素を備えることが出来、それに
よってアダプター手段を手術用具上の固定された位置に離脱可能にロックする。アダプタ
ー手段と装置は、その相互結合のための互いに嵌合する結合要素をさらに備え；アダプタ
ー手段上のそのような結合要素は、手術用具を受取るべく構成された側部から半径方向外
側に対して反対に通常は設けられて良い。
【００２３】
　当業者は、発明は装置およびアダプター手段は相互結合されない前記パーツのキットに
関し、同時にまた前記パーツはそれぞれの結合要素を介して結合されるようなキットにも
関することを理解する。さらに発明はまた、アダプター手段の付いた前記装置が、手術用
具上に離脱可能に取付けられる手術を実行するためのシステムを予測している。
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【発明の効果】
【００２４】
　本装置は、一つ以上の入力部材を包含し、それは、外科医が手持ち手術用具を保持する
同じ手を用いて外科医によって操作される。さらに加えて、手持ち手術用具とは別個の器
具によって遠隔機能が実行される。本装置はこのように単一の人物、一般的には外科医が
手で手術用具を操作し、同時に無線制御システムの手段を使って遠隔器具の制御を可能に
するという特別の利点を供給する。外科医はもはや、処置の最適視界を提供するべく、内
視鏡または他の器具を保持するためにアシスタントおよび／または看護士に頼る必要は無
い。
手術室において本装置を使用することは、従って外科医を元に戻して映像制御につかせ、
アシスタントまたは看護士を自由にして他の業務に就かせることが可能となる。本装置の
使用はまた、手術のリスクを減じ、求められていない行動を排除する。さらに加えて、本
装置の使用はより迅速な処置と、従って患者への手術室コストを最小化する。さらなる利
点は、本装置を使用することによって患者に麻酔をかけている時間の長さを大幅に短縮出
来ることである。
【００２５】
　もう一つの重要な利点は、本装置は手術用具上に離脱可能なやり方で取付け出来、
それ自体様々なタイプの手術用具と組み合わせて使用できることである。
【００２６】
　さらなる実施形態では、発明は送受信システムによって前記無線制御が有効な装置に関
し、好ましくは装置は送信機と器具を備え、または前記器具を制御するべく構成された第
二の器具が受信機を備える。本装置は従って、内視鏡または腹腔カメラのような光学装置
、患者搬送プラットフォーム、コンピュータ、音声コマンドを使用して操作される可能性
のある装置などを含むが、限定はされない多くのタイプの器具、とともに機能するのに特
に適している。本発明はこのように多くの異なったタイプの器具と共に互換性があり適用
可能な装置を提供する。
【００２７】
　もう一つの好ましい実施形態では、発明は、装置が手持ち手術用具に取付けられると、
手持ち手術用具を保持している手の少なくとも一本の指で入力部材が操作できるように、
一つ以上の入力部材が位置決めされる装置を提供する。本発明によれば、手持ち手術用具
を保持している場合に、外科医は自由に使える、残された少なくとも一本の指、たとえば
人差し指を持っていて、その指は装置上の入力部材（一つあるいは複数）を操作するため
に使うことが可能である。本発明によれば、外科医は装置をより器用にかつ精密に操作す
るための十分な度合いの自由度を有している。
【００２８】
　さらにもう一つの実施形態では、発明は同じ信号を生成するように構成された少なくと
も一対の、たとえば二対、三対、またはそれ以上の対の入力部材を備えた装置を提供し、
前記対の各部材は装置の相対する横方向側部にほぼ対称的に位置決めされる；好ましくは
各対は他の対とは異なった信号を生成するように構成される。装置の両側に入力部材を対
称的に配列することによって、本発明は左利き、および右利きのどちらの外科医に対して
も適しているという利点がある。加えて、入力部材の各対を、他の対とは異なる信号を生
成するように構成することによって、装置は二つ以上の器具を遠隔制御する可能性を提供
する利点がある。
【００２９】
　もう一つの実施形態では、同一の信号を生成するように構成された入力部材はまた、装
置の同じ表面上に含まれて良い。このような構成は、特別な状況下で外科医の指が一般的
により容易にアクセスできる入力部材を使うべく、外科医が選択出来るようにして良い。
たとえば、指の動きの方向、たとえば指を伸ばしたり縮めたりするときの方向により近い
入力部材を使うことを外科医は選択して良い。
【００３０】
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　なおさらなる実施形態では、異なった信号を生成するように構成された入力部材は、お
互いにその形によって適切に識別可能である。これにより外科医は装置を見る必要なしに
、触覚でそのような入力部材を区分することが可能になり、外科医の手術業務への集中度
を高める。この実施形態は、そのような入力部材が装置と同じ表面上に位置決めされる場
合には、特に有利である。もう一つの実施形態では、本発明は遠隔器具の無線制御に対し
て構成された装置に向けられ、入力部材（一つまたは複数）は、遠隔器具またはその部分
の空間的な移動を１～３の直交軸に沿って作動するのに適合している。これは外科医が全
ての直交軸、ｘ、ｙ、およびｚ軸に沿って器具の動きを制御することを可能にする。
【００３１】
　言及されたように、装置の離脱可能取付けは適切なアダプター手段によって機能する。
好ましくは、前記アダプター手段は離脱可能または手持ち手術用具との恒久相互結合のた
めに具体的に構成され、好ましくは用具の最も近い先端および／またはハンドルに隣接す
る。このアダプター手段の構成に依存して、本装置は容易にかつ迅速に様々な種類の手持
ち手術用具上に離脱可能な方法で取付けが可能である。このように本発明は道具の入替え
能力を有する簡単な装置を提供し、様々な道具または手術用具が容易にかつ直ちに入れ替
えられ、より迅速な処置を可能にし、手術のコストを最小にする。
【００３２】
　もう一つの態様では、発明は手持ち用具および遠隔器具の操作を制御するための方法に
関し、前記遠隔器具は手術用具とは別個であり、前記方法は：
　ａ）遠隔器具を無線制御するために構成された装置を取付け、前記手持ち手術用具への
一つ以上の入力部材を備えるステップと；
　ｂ）手術用具の操作のために手術用具を手で保持するステップと；
　ｃ）前記装置の入力部材（一つまたは複数）を、手持ち手術用具を保持している手の少
なくとも一本の指で操作することによって、前記遠隔器具を制御するステップと；
を備える方法である。
【００３３】
　好ましくは、発明は、前記手持ち手術用具および前記遠隔器具を単一人物によって同時
に制御される方法を提供する。
【００３４】
　さらに本発明を詳しく述べると、発明者たちはシステムの働きならびに柔軟性をさらに
向上させる可能性があるさらに有利な態様を認識した。
【００３５】
　それに応じて、さらなる態様では、発明は手術を行うためのシステムを提供し、該シス
テムは：
‐遠位の端部作動体および近位の使用者が握るためのハンドルを備え、かつハンドルの操
作が端部作動体を作動させる手持ち手術用具と；
‐遠隔器具の無線制御に対して適切な信号を生成するように構成された装置であって、そ
の操作によって装置が前記信号を生成する、一つ以上の入力部材を備える装置と；
‐ハンドルの部分またはハンドルに遠位に隣接する手術用具の部分を受取り、かつ少なく
とも部分的に掴む受け面を備え、それによりクリップを手持ち手術用具と、好ましくは離
脱可能に係合するクリップであって、さらに、受け面から外側に、ハウジング部材および
、前記ハウジング部材と移動可能に係合する少なくとも一つの支持部材とを備えるクリッ
プと、を備え；
装置およびクリップは、装置上におよび前記支持部材上にそれぞれ設けられた互いに嵌合
する結合要素を介して相互結合される。
【００３６】
　上記態様は、本発明の装置が手持ち手術用具に取付けられる方法に関して、さらなる利
点を備えている。特に、装置と結合され装置を支えている支持部材と、クリップ上に備え
られるハウジング部材の間の移動可能な係合によって、使用者はクリップに対する装置の
位置を変えることが出来る。従って、クリップが手持ち手術用具上の一つ以上の代替の固
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定位置に適切に係合されている間に、使用者は支持部材を、それに伴いクリップに対する
、従って手術用具に対する装置を、特にクリップと手術用具間の接触を解くことなく、容
易に移動できる。このようにして、使用者の手と装置上に提供される一つ以上の入力部材
間の距離は、使用前および／または使用中に使用者の手の異なった大きさに合わせて容易
に調整が可能であり、あるいは手術用具のハンドルを握っている手を入れ替えたり、掴み
方を変えたりした場合は、使用者は装置を配置しなおすことが可能である。
【００３７】
　上記の態様においては、ハウジングおよび支持部材はクリップの受取り面から外側に備
えられる。この関係において用語「外側に」とは、クリップの受け面から手術用具がクリ
ップによって抱かれる方向とはほぼ反対の方向を指している。受け面によって少なくとも
部分的に抱かれている断面領域に対して、用語「外側に」はこのように半径方向外側を意
味し、つまり半径方向で受け面から離れる方向である。
【００３８】
　当業者は、本発明はまた上記システムの特別なパーツにも関し、特に装置とクリップそ
れ自体にも関し、同時に装置とクリップが相互に結合された、および単独の、両方の構成
において装置とクリップを備えたパーツキットに関する、ということを理解するであろう
。
従って、一態様においては、発明はパーツキットに関し、該パーツキットは
‐遠隔器具の無線制御に対して適切な信号を生成するように構成され、かつ一つ以上の入
力部材を備え、その操作により装置が前記信号を生成する装置、および；
‐手持ち手術用具と離脱可能に留め係合するように構成され、かつ手持ち手術用具の部分
、特にそのハンドルの部分またはハンドルに遠位に隣接した部分、を受取り、かつ少なく
とも部分的に掴む受け面を備えるクリップであり、さらに、受け面から外側にハウジング
部材と、前記ハウジング部材と移動可能に係合する少なくとも一つの支持部材を備えるク
リップと、を備え；
装置とクリップは、装置上におよび前記支持部材上に相互結合するためにそれぞれ備えら
れた互いに嵌合する結合要素を備える。
【００３９】
　当業者は、発明は上記パーツキットに関し、パーツは個別に、または相互に結合した構
成で提供され、また個々のパーツ、特にクリップと装置自体にも関する、ということを理
解出来る。
【００４０】
　発明の特徴と利点をより良く示すべく洞察し、いくつかの好ましい実施形態と実施例を
添付の図面を参照しながら以下に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　本発明は低侵襲手術を行うための改善された装置を提供する。特に本発明は、遠隔機能
の無線制御に対して外科医操作の装置に関する。本装置は遠隔器具の無線制御を働かせる
のに適合している。装置は一つ以上の入力部材を備え、手持ち手術用具またはそのハンド
ルに離脱可能に取付けられるように構成される。本装置によって制御される遠隔器具は、
手持ち手術用具とは別個であることは特に注目される。本発明によれば、遠隔機能はこの
ように手持ち手術用具とは別個の器具、用具および／または装置によって実行される。好
ましくは、遠隔機能は手術用具とは物理的に結合されていない器具によって実行される。
【００４２】
　本装置は非常に小型で、完全に無線で操作出来て、従って制御されるべき装置に取付け
られる必要性を回避する。ここで使われる用語「手持ち用具」は、用具がその近位端に近
い外科医によって直接保持され、その遠位端で患者の身体に接触することを含む。手持ち
手術用具は低侵襲手術を行うのに適していればどのようなタイプの手術用具でも良い。手
持ち手術用具の適した例は、切るまたは切込みを入れる、収縮させる、掴む／保持する／
塞ぐ、広げるまたはメスを入れる、カニューレを挿入するまたは廃液する、吸引する／注
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射する／浸出する、縫合するまたは結紮する、のに適した用具を含むがこれらに限定はさ
れない。好ましい例では、手持ち手術用具は腹腔鏡手術用具である。
【００４３】
　手持ち手術用具、特に手持ち内視鏡または腹腔鏡手術用具は、上記の外科的行為のいず
れかを行うように典型的に構成された端部作動体、および使用者によって握られるための
近位のハンドルを包含し、ハンドルの操作によって端部作動体が作動される。内視鏡およ
び腹腔鏡用具は典型的にはさらに長く伸びたチューブまたはシャフトを備え、これは中継
手段を内蔵し、ハンドルの動きを端部作動体に中継する、たとえば適切なワイヤである。
これにより、端部作動体ーシャフトーハンドルのラインはそのような用具の「長手方向」
の軸を定義する。内視鏡または腹腔鏡手術用具は、その目的のために業界で一般的に採用
されるハンドルのどのようなタイプでももつことが可能であり、たとえば鋏状ハンドル、
ピストル引き金ハンドル、などである。そのようなハンドルは典型的には二つのピボット
結合されたアームまたは部材を備え、片方に対するアームのピボット動作が適当な中継機
構を介して端部作動体を作動させる。ここで使われているように、ハンドルの前記アーム
が位置決めされている面は、ハンドルまたは手術用具の「垂直」面と呼ぶ。
【００４４】
　「遠隔器具」は、限定はされないが外科用の用具に対する位置決めシステム、たとえば
内視鏡および／または腹腔鏡視覚化システムのための位置決めシステム、または患者を搬
送するプラットフォーム、コンピュータ、などのような荷重輸送プラットフォームのため
の位置決めシステムを備えるグループから選定されて良い。好ましい実施形態においては
、発明による装置は、遠隔器具またはその一部の空間的な動きを制御するべく構成される
。もう一つの実施形態では、本発明による装置は、遠隔器具によって実行されるコンピュ
ータコマンドを制御するべく構成される。
【００４５】
　本発明による装置の「入力部材」は、ジョイスティック、押しボタンスイッチ、タッチ
パッド、または回転ボールを包含するグループから選択されて良い。使用者による入力部
材の対応する操作が装置を作動させ、遠隔器具の無線制御に対する信号を生成する。
【００４６】
　それゆえ、本発明はもう一つの実施形態ではさらに装置を提供し、ここでは一つ以上の
入力部材の操作により装置が遠隔器具を制御するのに適した信号を生成する。好ましくは
、前記操作により、一つ以上の入力部材またはその一部の空間的移動、および／または一
つ以上の入力部材またはその一部への圧力印加をもたらすことを含む。一つ以上の入力部
材は、外科医が手持ち手術用具を保持する同じ手を用いて外科医によって操作されて良い
。このために、ある実施形態では入力部材（一つまたは複数）、たとえばジョイスティッ
ク（一つ以上）は装置上に位置決めされるが、これにより装置が手持ち手術用具に取付け
られると、入力部材（一つまたは複数）は手持ち手術用具を保持している手の少なくとも
一本の指、たとえば人差し指、で操作が可能となるようにするためである。使用者の手は
手術中、邪魔になることは決してない；指を単純に持ち上げるだけで進行している動きを
少しの遅滞も無くかつ間違いも無く止めるのに十分である。
【００４７】
　装置の入力部材（単数を含む）は好ましくは、外科医の指の空間的な動きを遠隔器具の
空間的またはそれ以外の動きに翻訳するジョイスティックである。
【００４８】
　一実施形態では、発明はたとえばジョイスティックのような入力部材が、遠隔器具また
はその一部の１～３の直交軸に沿った空間的移動を作動させるべく構成された装置に向け
られている。代替的に、発明による装置は、遠隔器具またはその一部の２直交軸に沿った
空間的移動を作動させるべく構成された、ジョイスティックのような少なくとも一つの入
力部材、および遠隔器具またはその一部の第三の直交軸に沿った空間的移動を作動させる
べく構成された、少なくとも一つの（他の）ジョイスティック、を備えることが出来る。
【００４９】
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　装置は信号を生成するように構成された１，２，３またはそれ以上の対の入力部材を備
えることができる。一つの例では、装置はその少なくとも一方の横方向側面部に少なくと
も二つの入力部材を備える。もう一つの例では、装置はその両横方向側面部に少なくとも
二つの入力部材を備える。好ましい例においては、装置は二つのジョイスティックを包含
するのが都合よく、これにより少なくとも６段階の自由度が達成される。これによって外
科医が器具の移動をｘ、ｙ、ｚのすべての直行軸に沿って、つまりたとえば、左、右、上
、下、患者に向かって、患者から遠ざかって、の方向に制御することが可能になる。好ま
しくは、これらの機能を制御するジョイスティックは装置の同じ側に置かれ、外科医によ
って同じ指を使って容易に操作され得る。さらにジョイスティックは、好ましくは装置の
両側に対称に配置されて、左利き、右利き、両方の外科医に対して適するようにされる。
【００５０】
　一実施形態では、一つ以上の対の入力部材が同じ信号を生成するように構成される。も
う一つの実施形態では、各対は他の対のどれからも異なった信号を生成するように構成さ
れて良い。たとえば、ジョイスティックは２～６の区別可能なコマンド、および／または
２～６の自由度を送信することが出来る。好ましくは、ジョイスティックが押されると、
またはある方向に動かされると送信が開始され、ジョイスティックから手を離すと止まる
。
【００５１】
　一実施形態では、装置上の入力部材（一つ以上）は、好ましくは外科医の指の空間的移
動を遠隔器具の空間的移動に変換するジョイスティックである。好ましい実施形態では、
発明による装置は、一本の指で操作される。より具体的には、一本の指によって六方向の
移動が指令できる。
【００５２】
　しかしながら発明はまた、上記で説明された装置の変形にも関し、移動のいくつかは別
の手段によって指令される。もう一つの実施形態では、装置上の入力部材（一つまたは複
数）は好ましくは、外科医の指の空間的移動、たとえば遠隔器具の空間的移動ではない空
間的移動を、他の行為に変換するジョイスティックである。これらの他の行為、または他
の手段は好ましくは音声コマンドからなる。音声コマンドをコマンド信号に変換するため
の既に知られた技術が、これには使用される。しかしながらこの可能性を有する全ての装
置においては、オン／オフスイッチが存在する必要があり、音声コマンドそのものの活性
化、または中断を指令する。このことが装置の操作における安全要素を導入する：たとえ
ば、ボタンを押すことによりいくつかの移動の音声コマンドが可能となり、ボタンを離す
ことによりこの音声コマンドが無力にされる。このような装置の例として、本装置の実施
形態はここで定義されるような装置からなることが可能であり、すなわち一つ以上の入力
部材が一つ以上の音声コマンドのコントローラとして機能する。一つの例において、この
音声コマンドはたとえば上下の移動を制御することが可能で、一方、左ー右および内ー外
の移動は、たとえば他のジョイスティックを操作することによって依然として指により指
令される。入力部材を作動させることにより「上ー下」が音声で制御されることを可能に
する。入力部材を解放すると音声コマンドを遮る。
【００５３】
　好ましい実施形態では、装置の手術用具への離脱可能取付けは適切なアダプター手段に
よって行われる。そのようなアダプター手段は、装置への一体部品であり、装置に取付け
られる。好ましい実施形態においては、発明によるアダプター手段は手持ち手術用具と恒
久的に互いに結合されるように構成される。そのような実施形態では、発明は従って、遠
隔器具の無線制御用に構成され、一つ以上の入力部材を備え、さらに前記装置に恒久的に
結合されるアダプター手段を備える。
【００５４】
　代替的に、アダプター手段は切り離して設けられて良く、また離脱可能な方法で装置に
結合できるように適合していてもよい。好ましい実施形態では、発明によるアダプター手
段は従って、手持ち手術用具との離脱可能な相互結合に対して構成される。もう一つの好
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ましい実施形態では、発明による装置はアダプター手段との離脱可能な相互結合に対して
構成される。
【００５５】
　好ましくは前記アダプター手段は、手持ち手術用具と離脱可能なまたは恒久的な相互結
合に対して、好ましくは装置の近位端および／またはハンドルに隣接するように具体的に
は構成される。
【００５６】
　本装置は手術用具上に取付けるための様々なタイプのアダプター手段に結合され得る。
そのようなアダプター手段の構成は、手術用具の特定なタイプに合うために都合が良いよ
うに選択される。アダプター手段は手術用具の近位端の上または該用具のハンドルの上の
どちらかに取付けるのに適合していて良く、手術用具の全てのタイプに対して適切なアダ
プター手段が提供されるようにする。アダプター手段の機能において、本装置はこのよう
に手術用具の様々なタイプの上に簡単に取付けられる。
【００５７】
　好ましい実施形態においてアダプター手段は一つ以上の留め要素によって手術用具また
はそのハンドルを留めるため、手術用具に対面する側に提供される。加えて、アダプター
手段は、装置に結合するため、結合要素と装置が対面するその側に提供される。
【００５８】
　好ましい実施形態において、アダプター手段は一つ以上、好ましくは少なくとも二対の
留め要素、たとえば脚を備える。好ましくは留め要素の前記対は空間的に離れている。こ
れらの留め要素によって、本発明によるアダプター手段は手術用具上の取付け位置に固定
される。これらの留め要素は、アダプター手段を手術用具上、たとえばハンドルに摩擦係
合によって留めることを可能にする。これにより留め要素はアダプター手段、および用具
上でそれに結合される装置に対する十分な把握力を提供し、同時にアダプター手段および
それに結合された装置の手術用具からの容易な取外しを可能にするのに十分な余裕も残し
ている。本アダプター手段は、好ましくは一つ以上の材料、たとえばＰＰ，ＰＥ，などの
合成材料からなり、それらの材料はたとえば脚のような留め要素が、アダプター手段を手
術用具に合わせるときに僅かな変形に耐えられることを可能にするのに適しているが、そ
れでもなお固定には十分な締付けを与える。好ましい実施形態では、アダプター手段の留
め要素には、さらにノッチまたは同様なものが提供され、アダプター手段の手術用具また
はそのハンドル上の合わせを向上させ、こうしてアダプター手段の手術用具またはそのハ
ンドル上での固定を向上させる。
【００５９】
　もう一つの実施形態では、アダプター手段には結合要素が提供され、これは装置上に提
供された結合要素に対応し、それと嵌合する。好ましい実施形態では、アダプター手段の
結合要素は、案内レールすなわち溝方式を備え、これは、たとえば装置の下側に提供され
る長手方向ノッチ、案内レールすなわち溝方式のような、装置上の結合要素に対応し、ア
ダプター手段上の装置の位置を長手方向に調整することを可能にする。本アダプター手段
および装置は、互いに滑動係合するのに特に適しており、アダプター手段と装置上に提供
された対応する結合要素を用いるのが特に適している。
【００６０】
　アダプター手段は一般的には手持ち用具の頭部に位置決めされ、用具の方向に押されて
その内部でしっかり掴まれる。回転の動きによって手術用具の垂直長手方向の面に対して
アダプター手段は用具上に固定される。そのような固定位置はアダプター手段に取付けら
れた装置の傾きを、外周長手方法で手術用具の垂直長手面に対してたとえば －６０°か
ら＋６０°、好ましくは －４５°から ＋４５°、の結果にすることが可能である。好ま
しくは、装置の安定した固定位置は、操作の進行中に手を入れ替えても、手術用具を保持
するのがどちらの手であるかによって装置に容易に適合できるように、手術用具の垂直長
手面に対して対称的に位置決めされる。
【００６１】
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　さらに、本装置は使用者の手の構成と寸法に完全に適合可能である。このため、もう一
つの実施形態では、装置は手持ち手術用具の近位端および／またはハンドルから二つ以上
の異なった距離のところに取付けが可能である。上記の位置に適合するために、本装置に
はアダプター手段の結合要素、たとえば案内レールまたは溝方式、に嵌合するたとえばノ
ッチのような結合要素が与えられて良い。このような結合要素は、装置がアダプター手段
の溝またはレールに沿って長手方向において滑動係合することを可能にする。装置は外科
医の手が大きいか小さいかに合わせて、アダプター手段上を前後に滑動することが出来る
。たとえば、アダプター手段上の装置の位置によっては、装置は図２に図解されるように
うしろ側の位置に与えられて良く、その位置では手の指が短い人によって操作されるのに
特に適している。装置はまた、図３に示されるように前側の位置に与えられても良く、そ
れは手が大きい場合である。しかしながら図において図解されたこれらの位置以外の位置
も同様に獲得できることも明らかである。たとえば、装置がアダプター手段と相互結合さ
れるときに異なった位置で停止されることが可能であり、前記異なった位置は、少なくと
も一つの入力部材の、装置を保持する操作者の手への異なった距離を与える。ある例では
、装置は最も遠位の入力部材でも操作者のほぼ引伸ばされた指、好ましくは人差し指、に
よって届き得るような位置に構成され得る。好都合なのは、手持ち手術用具上の装置の位
置は、装置および用具が操作者よって操作されている間でも容易に適合しうることである
。
【００６２】
　手術用具は使用前または後に消毒されることを欠くことが出来ない。好都合なのは、本
発明はまたここで開示されるように消毒、たとえば蒸気による消毒に対して適した装置に
も向けられている。本発明はこのようにそれ自体手術用具と共に、別の取り扱いを必要と
せず、都合よく消毒することが出来る装置を提供する。それに加えて、手術用具の繰返し
の洗浄と消毒は多くの材料を早く破壊する傾向がある。しかしながら、本発明によれば、
交換の必要が起きる前に、２０回以上に至るまで、好ましくは３０回以上に至っても、使
用できる装置が提供される。代替的に本装置、および／またはアダプター手段、すなわち
クリップは消毒された（たとえばプラズマ消毒された）単一パッケージユニットで供給さ
れても良く、手術に使用した後で廃棄されても良い。
【００６３】
　もう一つの実施形態では、本発明はさらに本発明による装置、および一つ以上の、好ま
しくは異なったタイプで、前記装置へ離脱可能に結合するのに適合した、アダプター手段
を備えたキットを提供する。
【００６４】
　さらに発明を発展させる中で、手術を行うシステムが提供され、そのシステムは：
‐遠位にある端部作動体と使用者によって掴まれるための近位にあるハンドルを備える手
持ち手術用具であって、そのハンドルを操作することにより端部作動体を作動させる手持
ち手術用具と；
‐遠隔器具の無線制御に対して適した信号を生成するように構成され、および一つ以上の
入力部材を備えた装置であって、それを操作することにより装置が前記信号を生成する装
置と；
‐ハンドルの部分またはハンドルに遠位に隣接した手術用具の部分を受取りかつ少なくと
も部分的に掴む受け面を備え、それによりクリップを手持ち手術用具と離脱可能に嵌合さ
せるクリップであって；さらに、受け面から外側にハウジング部材と、前記ハウジング部
材と移動可能に嵌合した少なくとも一つの支持部材を備えるクリップと、を備え；
装置およびクリップは、装置上および前記支持部材上にそれぞれ供給された、互いに固定
する結合要素を介して互いに結合される。
【００６５】
　当業者は、この構成が手術用具のハンドルに対する装置の移動のさらなる自由度を可能
ならしめること、しかしここで上記に説明された好ましい装置、手術用具またはクリップ
の構造の特性が、これはたとえば装置およびクリップ上の結合要素などであるが、同じく
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発明の態様に当てはまること、を正しく認識するであろう。
【００６６】
　当業者は、本発明がまた、上記システムの特別なパーツに関しており、特に装置および
クリップ自体、同時に互いに結合した構成、および単独の構成の双方において装置および
クリップを包含するパーツキット、に関することを理解するであろう。また、本明細書が
上記システムに関わる発明の好ましい特徴を説明しているところでは、そのような特徴は
また、システムの個々のパーツ、特に装置とクリップ自体、および本明細書によって説明
されているように装置およびクリップを包含するパーツキット、にもまた本発明において
当てはまる。
【００６７】
　したがって、一実施形態において発明はパーツキットに関し、パーツキットは：
‐遠隔器具の無線制御に適した信号を生成するように構成され、その操作により装置が前
記信号を生成する一つ以上の入力部材を備えた装置と；
‐手持ち手術用具と好ましくは離脱可能に留め係合するように構成され、手持ち手術用具
を受取り、かつ少なくともその部分を掴むべく構成された受け面を備え、特にそのハンド
ルの部分またはハンドルに遠位に隣接した部分を受取りかつ少なくとも部分的に掴む受け
面を備えるクリップであって、さらに受け面から外側にハウジング部材と、前記ハウジン
グ部材と移動可能に係合した少なくとも一つの支持部材を備えるクリップと、を備え；
装置およびクリップは、装置上および前記支持部材上にそれぞれ供給された、互いに固定
する結合要素を介して互いに結合される。
【００６８】
　ここで用いられる用語「クリップ」は一般的に少なくとも部分的に対象物を囲み、しっ
かり掴み、抱きしめ、または留めるべく構成された部材を指し、ここでは、それにより機
能的にそれと係合し固定する手術用具の部分などである。
【００６９】
　ここで使われているように、クリップはそれぞれの対象物外周の一部のみを掴んで良い
。たとえば、クリップは握られた手術用具上で内側半径方向に、クリップを手術用具に摩
擦力で係合するために十分な圧力を与えることが出来る留めアーム、または脚を備えて良
い。たとえばクリップはそのような留めアームの一つ以上の対を備えて良い。代替的にま
たは追加して、クリップには、掴まれた対象物の外周全体を抱き込む閉じたループ状のア
レンジメントを与えるために、留め要素の外周端末を繋ぎ合わせるべく構成された閉鎖手
段が与えられて良い。好ましくはそのような閉鎖手段は、留めアームを掴まれた対象物周
りにしっかりと保持するために適度に締め付けることが出来る。ある実施形態では、クリ
ップは手術用具の部分を少なくとも部分的に掴むべく構成された、留めアームまたは留め
部材を備えて良く、留めアーム／部材はそれ自身で掴まれた対象物に十分な内側への圧力
を与えて良いが、与えなければならないわけではない；むしろ対象物上のクリップをしっ
かり掴むことは留めアーム／部材の外周端末を適切な閉鎖手段によって締めることによっ
て達成されて良い。典型的な閉鎖手段は、たとえば適切な柔軟なストラップ、バンド、む
ち紐、ベルト、つなぎ縄、またはストリップ、などの単一使途の一方向ストラップで良い
。
【００７０】
　一実施形態では、クリップはおよそ１０ mm2～８００mm2、好ましくは ２０ mm2～５０
０ mm2の間の断面領域を留め抱き込むべく構成されて良い。もう一つの実施形態では、こ
の断面領域は、１０ mm～１００ mmの間の外周を有してよい。
【００７１】
　クリップは、手術用具の部分を受取り、かつ少なくとも部分的に掴むのに明確に適合し
た受け面を画定する。このようにクリップが手術用具上で動かないようにされると、受け
面の少なくとも一部は手術用具の対応する外周表面と接触し、摩擦係合する。
【００７２】
　特定の実施形態では、ハウジング部材はクリップの受け面の少なくとも一部と同じ外周
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の広さに広がる。言い換えればクリップには、受け面上に画定された二つの異なった外周
位置の間に広がるハウジング部材があてがわれる。ハウジング部材は受け面の前記外周上
に同じように広がる部分とほぼ平行に広がって良いが、広がらなければならないというこ
とはない。
【００７３】
　言及したように、手術用具の部分を受取りまたは受取るべく構成されたクリップの受け
面は、手術用具の部分を少なくとも部分的に囲い、または囲うべく構成される。それに応
じて、前記受け面の少なくとも一部に沿って同じ広さに広がるハウジング部材もまた、ク
リップによって抱き込まれる手術用具の部分の、少なくとも外周の一部と同じ広さに広が
る。そのようなハウジング部材は、かくして都合の良いことに支持部材ならびに装置のそ
のような外周軌道に沿った動きを可能にする。
【００７４】
　それに応じてさらなる実施形態では、支持部材がそれと移動可能に係合しているそれぞ
れのハウジング部材外周の少なくとも部分に沿って、支持部材は移動可能である。既に説
明したように、このことは支持部材とそれに結合された装置が、ハウジング部材の外周周
りに移動されることを可能にし、それによって装置は、クリップによって抱き込まれた手
術用具の部分に対する様々な外周位置に位置決めされる。この結果、装置とその一つ以上
の入力部材は、手術用具のハンドルを握る使用者の手に近づいたり遠ざかったりさせるこ
とが可能である。その上、そのような動きの適切な外周間隔を取ると、装置はそれぞれ使
用者の右手または使用者の左手の指によって届くことが可能な外周位置に、適切に位置決
め可能である；このことは使用者がシステムを使用中に手を入れ替えることを可能にし、
また同時にシステムが、右利き使用者および左利き使用者に対して容易に適合することを
可能にする。
【００７５】
　本発明においては、支持部材はそれぞれのハウジング部材に対して多様に移動可能であ
る。例を用いて、限定はされないが、支持部材はハウジング部材の二つ以上の別々の位置
の間で移動が可能であり、以下のような位置においてハウジング部材と抱き合わされて安
定して留まる（すなわち前記位置において、支持部材は通常使用中には使用者によってそ
のような位置に保持される必要は無いが、それぞれのハウジング部材と抱き合わされてと
どまり、そのように抱き合わされた位置から直ちに移動してもう一つの別の位置に使用者
によって移動することが出来る）。支持部材はそのような安定した抱き合わせ位置の間で
ハウジング部材と連続的に接触した状態で移動可能であってよく、でなければ異なった位
置間で移動するためにハウジング部材から分離することが必要となる可能性がある。代替
的に支持部材は、ハウジング部材の与えられた外周間隔に沿って、連続的に移動可能であ
って良く、またそのような間隔内ではどのような位置でハウジング部材と抱き合わされて
安定して留まって良い。
【００７６】
　それに応じて、例証的な好ましい実施形態では、支持部材は滑動可能にハウジング部材
と係合して良い。滑動可能な係合に対する要素の適切な配列は業界において知られており
、
本発明において使用が可能であるが、たとえば様々な溝および案内レールの方式がある。
再びそのような滑動可能な係合は、支持部材がハウジング部材と安定して抱き合わされる
位置の連続に対して、または代替的に不連続のいくつかの位置に対して可能である。
【００７７】
　さらなる実施形態においては、支持部材は一般的にハウジング部材から外側へ半径方法
に突出するボデーを画定する（すなわち、ハウジング部材から半径方向に遠ざかり、半径
方向に受け面およびそれにより抱き込まれる手術用具に向かうのとは反対に）。このこと
はハウジング部材と、支持部材上の装置の取り付けのポイントとの間の距離を都合よく増
大することが出来、それにより装置とシステムの他のパーツ間の、装置移動中の可能性の
ある立体的妨害を防止する（たとえば、手術用具、クリップ、ハウジング要素など）。図
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に示されたように図解されかつ制限的でない例を使って、クリップは、他よりも小さな断
面または直径を有する手術用具の断面、相対的に用具の部分に隣接の部分（ここでは回転
ホイール）、に結合されて良い。その状況において、ハウジング部材から半径方向に飛び
出た支持部材がシステムに含まれていることは、装置がクリップのボデーから半径方向に
さらに離れて位置決めされるであろうし、したがってより大きな断面または直径を有する
（たとえば回転ホイール）手術用具のそばの断面と動きにおいて干渉しないであろう、と
いうことが都合よく達成される。加えて、装置をクリップから半径方向にさらに外側に位
置することは、装置を使用者の手と差し向かいに適切に位置する助けにもなる可能性があ
る。
【００７８】
　一般的に、支持部材のボデーは半径方向に近位端部を備えて良く、すなわち支持部材と
クリップ５のボデーにより近い端部、および半径方向に遠位端部、すなわち支持部材とク
リップのボデーから半径方向にさらに離れた端部、および前記端部を結合する間に入るス
テムの部分、を備えて良い。支持部材の半径方向の近位端部は、支持部材とクリップのハ
ウジング部材との間の移動可能な係合を媒介するべく適切に構成されて良い。結合要素は
好ましくは、支持部材の半径方向遠位端に、または隣接して与えられ得る。
【００７９】
　当業者は、支持部材の間に入るステムの部分が異なった形状、大きさ、長さなどで容易
に与えられ得て、それによりクリップおよび／または装置のほぼ似たデザインが、手術用
具またはそのハンドルの様々な形状およびタイプに適合することが出来、そのため使用者
の手に対する装置の入力部材の最適な位置が達成されるということが理解できる。
【００８０】
　一実施形態では、結合要素は支持要素に対して固定された位置に与えられて良く、それ
により装置はクリップおよび手術用具に対して前記結合要素と相互結合される場合に、特
定的に正しい関係位置を占めるであろう。結合要素は、装置の入力部材の使用者による最
適なアクセスしやすさを達成するように、適切に位置決めされて良い。
【００８１】
　もう一つの実施形態においては、結合要素は、それがその上に供給される支持要素に対
して、たとえば傾斜または回転の様な動きが出来るように構成されて良い。そのような構
成は、使用者による入力部材のアクセスしやすさを最大にするように、手術用具に対して
の装置の位置決めにおけるさらなる自由度を許容することが出来る。限定はされないが例
を使用して、支持部材の半径方向遠位端は支持部材のステムの部分に、ステムに対する前
記端部の動きを許容する適切なジョイント、ピボットまたはヒンジ要素を用いて結合され
て良い。
【００８２】
　さらなる実施形態においては、結合要素は装置および支持部材間の一方向のみの相互結
合を与えるべく構成されて良い。
【００８３】
　代替的に、もう一つの実施形態においては、結合要素は移動可能な、好ましくは滑動可
能な前記構造間の相互結合に対して許容可能である。例として装置には、ノッチのような
、たとえば案内レールまたは溝方式の、クリップの結合要素へ取付ける結合要素が供給さ
れて良い。そのような結合要素は、装置がクリップの支持部材の溝またはレールに沿って
滑動可能に係合されることを許容する。再び、そのような滑動可能な係合は、装置と使用
者の手に対する入力部材の位置決めの更なる制御を提供することが可能である。
【００８４】
　例示の好ましい構成においては、結合要素は装置がクリップの受け面によって抱き込ま
れた断面領域に対して与えられた角度で（直角にまたはほぼ直角に）滑動することを許容
することが出来る。多くのシステム構成において、これは手術用具の近位から遠位への方
向に部品を平行させる方向に、装置を滑動する結果をもたらすことが出来る。この滑動は
、異なった大きさの手および指を持つ使用者によるシステムの使用に対応することがさら
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に可能である。
【００８５】
　一実施形態では、装置は一つの入力部材を備えて良い。
【００８６】
　さらなる実施形態においては、装置は二つ以上の入力部材を備えてよい。詳しくは、二
つ以上の入力部材を含むことは異なった成果を制御することを許容することが可能である
。代替的に、もしくはそれに加えて、二つ以上の対の入力部材であって、そのような対の
それぞれが同じ動作を制御する。対のそれぞれの部材は、装置に関係するこの明細書の他
の場所で説明されたように、装置の同じ面上に、または装置の反対側の面上にほぼ対称的
に置かれて良い。さらに説明されたように、異なった機能に対する入力部材は異なった形
状によって識別できる。
【００８７】
　一般的に、無線制御装置はクリップ近傍の放射状に広がりかつ典型的には支持部材の結
合要素と相互結合するための結合要素を備えた、底面または基部面を画定して良く、また
いくつかの実施形態においては結合要素を備えることも出来る反対側の最上面を、装置を
支持部材に取付ける様々な方法に対して許容すべく画定して良い。
【００８８】
　装置はさらに反対側の横方向側面を画定する。典型的には、装置が支持要素に結合され
る場合は、横方向側面はクリップによって囲われた断面領域にほぼ垂直であって良く、ク
リップの受け面に対して異なった外周位置において広がることが可能である。好ましくは
、入力部材はこれら横方向側面に与えられて良く、こうすることはシステムを操作する外
科医によって最もアクセスしやすいことになるであろう。
【００８９】
　ここから後に発明が添付された図面に関連して図解され、これは発明の様々な特徴の理
解を向上させること意図したものであり、どちらにしても制限することを考慮したもので
はない。
【００９０】
　図１を参照して、発明による装置１が図解される。表現された装置は装置１の横方向側
面４に二対のジョイスティックを備える。図１においては、二つのジョイスティック２を
示す装置の一横方向側面のみが描かれている。装置の反対側横方向側面（図示せず）が同
様な方法で、軸Ｘ－Ｘ'に関して対称に配列された二つのジョイスティックを備えること
は明白であろう。装置１は手持ち手術用具３のハンドルに、離脱可能な方法でアダプター
手段５を用いて留められる。手持ち手術用具のハンドルにはさらに、たとえば腹腔鏡用具
などの手術用具を取付ける、または結合するための結合手段８が提供される。アダプター
手段５は用具３のハンドルを掴むのに適した、空間的に離れた二対の留め要素６からなる
。アダプター手段の留め要素６はさらにノッチ７を与えられ、これは該要素がハンドル上
により良く固定され、それによりアダプター手段５のハンドル３への取付けを向上させる
ためである。アダプター手段５にはさらに結合要素９が与えられ、これは特に溝方式であ
り、装置１の下側に与えられた結合要素１０に対応しかつ嵌合する。
【００９１】
　ここで図２および図３を参照すると、手持ち手術用具３に取り付けられるように構成さ
れた、ジョイスティック作動の装置１が図解される。表現された装置１は、入力部材２に
似た二対のジョイスティックを備え、これらは軸Ｘ－Ｘ'に関して対称に装置１の両横方
向側面４の上に与えられる。再び図２および図３において、入力部材２は装置の一横方向
側面においてのみ表現される。対である対応する入力部材は、装置の反対の横方向側面（
図示せず）に対称に与えられる。装置１を手術用具３に取付けるためのアダプター手段５
は、装置１に取付けられる。アダプター手段５は、空間的に離れている二対の留め要素か
らなり、これらにはさらに要素をハンドル３にさらに固定するためのノッチ７が設けられ
る。図３はさらに、装置１にどのように結合要素１０、たとえばノッチまたは案内レール
または溝方式１０が、アダプター手段５の、たとえば案内レールまたは溝方式９の結合要
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素９との結合のために与えられるかを図解している。このタイプの結合は装置がアダプタ
ー手段に沿って滑動して異なった位置を取ることを可能にする。たとえば図２において、
装置１はアダプター手段５の後方に与えられ、一方図３では装置１は前方に与えられる。
そのような結合のタイプはまた、装置を容易に調整するため、およびアダプター手段から
の取外しを容易にするために与えられる。
【００９２】
　好ましいある例においては、本装置はコード化された無線制御ユニットであり、装置の
両側に対称に設けられ、使用者の指による人間工学的なアクセスを目的とする二本のジョ
イスティックを有する手術用具のハンドル上に位置決めされ、かつ腹腔鏡のような遠隔器
具の、左または右手で作動する六つの動き、すなわち入／出、左／右、上／下、を取扱う
ことが可能である。
【００９３】
　好ましいある実施形態においては、本装置は５０～１５０グラムの間で含まれる重量を
有し、好ましくは６０～１００ グラムの間であり、たとえば７０グラムである。もう一
つの好ましい実施形態においては、本装置は４．２５ cm Ｘ１．５ cm Ｘ １ cm、～１２
．７５ cm Ｘ ４．５ cm Ｘ ３ cm の間の寸法を有し、たとえば８．５ cm Ｘ ３ cm Ｘ 
２ cm である。
【００９４】
　もう一つの好ましい実施形態においては、発明による装置の無線制御は送信機‐受信機
システムによって実行される。好ましくは、装置は送信機と器具用具および／または装置
、または第一の器具用具および／または装置を制御するべく構成された第二の器具用具お
よび／または装置、を備え、受信機を備える。遠隔機能を発揮し、本装置を用いて操作さ
れる器具、用具および／または装置は、好ましくは遠隔機能を発揮する場合には感知され
る信号を発することが出来る。
【００９５】
　好ましい実施形態においては、本装置は送信機、コントローラ、バッテリー、内臓アン
テナ、ソフトウエア手段、および電源を備える。好ましくは前記要素はハウジング内に設
けられる。もう一つの実施形態では、装置のバッテリーは取替え可能な、または内蔵され
たバッテリーであって良い。もう一つの実施形態では、内臓アンテナは、装置内に設けら
れたＰＣＢの外側端部周りを走る、むきだしのプリント回路基板（ＰＣＢ）アンテナに接
続される。ある例では、図４は遠隔器具の無線制御用に構成された発明による、装置１の
実施形態の内部構造を表現する。装置はアダプター手段５を用いて手持ち手術用具に離脱
可能に取付けられ、かつ入力部材２を用いて操作されて良い。図４に表現されているよう
に、コントローラ１１、送信機１２、内臓アンテナ１４が設けられたＰＣＢ１３、および
バッテリー１５は、装置１のハウジング１６内に設けられる。
【００９６】
　図５から図１０は、発明による装置、クリップ、操作システムおよびパーツキットのさ
らなる実施形態を示す。当業者は、上記説明の特徴、たとえば装置、アダプター手段と装
置間の結合要素、アダプター手段の手術用具への取付け方法、などに関しての特徴が、以
下に説明される実施形態にもまた適用されることを理解するであろう。
【００９７】
　図５は、クリップ５を使用して内視鏡手術用具のハンドル３に取付けられた、本発明に
よるジョイスティックで操作される装置１を備えた内視鏡手術を実行するためのシステム
を図解する。ハンドルはほぼ鋏型のハンドルであり、外科医が握るように構成されたピボ
ットするアームを備える。ハンドル３はさらに、軸２２の遠位端部上に設けられる作動体
端部（図示せず）の回転運動を制御するべく寄与する回転ホイール２１を備える。ここに
おいて、クリップ５はハンドル３のアームから遠位のハンドル３部分の外周周りに、及び
回転ホイール２１近傍にしっかり締められる。クリップ５の受け面によって囲まれた断面
領域（すなわち八方に広がる近傍の面）は、手術用具の長手軸Ｘ－Ｘ'にほぼ垂直である
。クリップ５の位置は、外科医が回転ホイール２１にアクセスし、制御するのを妨げるも
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のではない。
【００９８】
　クリップ５は、それが取付けられ、かつたとえば単体使用で一方向の、ここに図解され
た柔軟性のあるストラップのような、適切な閉鎖もしくは締付け手段１８を用いて、前記
周辺周りを締めつけられるハンドル３の部分の周囲を囲む。閉鎖手段１８は、クリップ５
の他部材の円周端部間を閉鎖ループで機能を果たすことの出来る本質的に柔軟性のある部
材のどのようなものの形態を取って良い。閉鎖手段１８は、クリップ５の残り部分ととと
もに閉鎖手段１８がハンドル３の周りに前記閉鎖ループを形成することを許容する閉鎖機
構２４を備える。閉鎖機構２４は、当業界において知られているものであれば良く、（た
とえばピン‐孔配列、クランプ、など）好ましくは閉鎖手段１８上の異なった位置との離
脱可能な係合に対して許容可能である。クリップ５はさらにハウジング部材１９とその内
部で移動可能に係合される支持部材２０を備える。支持部材の半径方向遠位端２３は、支
持部材２０をジョイスティック装置１上に設けられた対応する結合要素と固定的に結合す
るための結合要素９を備える。
【００９９】
　ここに図解されるように、ジョイスティック装置１の長手方向軸Ｙ－Ｙ'は、手術用具
の長手方向軸Ｘ－Ｘ'にほぼ平行していて良い。たとえば二本の軸はたとえば０°～６０
°、好ましくは０°～３０°、例えば０°～１５°の角度で、互いに対して斜めになって
いて良い。その上、装置１は横方向側面４を装置１の長手方向軸Ｙ－Ｙ'にほぼ平行に広
げている。装置１の前記横方向側面４は、ここに示されるようにクリップ５の受け面によ
って囲われた断面領域にほぼ直交する。
【０１００】
　前記横方向側面４は、いくつかの入力部材２を備える。示された構成では、ハンドル３
を左手で保持する外科医は、たとえば外科医の中指をハンドル３のより遠位アームにある
開口に通し、親指をハンドルのより近位にあるアームに通し、人差し指を使って装置１上
の入力部材２を制御できる。その中に設けられた支持部材２０によって軸Ｘ－Ｘ'を跨い
で対称に装置１を係合することは、ジョイスティックが右利きの使用者にアクセスし易く
なる。
【０１０１】
　入力部材２を備えた装置１の横方向側面４が、クリップ５によって囲われた断面領域に
対して円周方向に移動可能であることは発明の特性である。図解された実施形態において
、この移動は手術用具のハンドル３に対する装置１の横方向側面４、および入力部材２の
空間的方向付けおよび／または距離を変化させる。これは外科医の手と入力部材２との間
の距離に変化をもたらし、それによってシステムを操作者に快適に入力部材をアクセスし
易くするべく調整可能にする。
【０１０２】
　ここにおいて装置１は、広がった横方向側面４上の異なった形状をしたジョイスティッ
ク２、すなわち長く伸びたジョイスティック２ａおよび先端球形ジョイスティック２ｂを
備え、異なった形状のジョイスティックは好ましくは、外科医が触感によりジョイスティ
ックとそれらが制御する行為を差別化できるように、装置１によって生成される異なった
信号を制御可能である。またここにおいて、装置は装置１の横方向側面４上の装置１の長
手方向軸Ｙ－Ｙ'に沿った異なった位置に、二つの長く伸びたジョイスティック２ａを備
える。前記長く伸びたジョイスティック２ａは同じ行為を制御するべく設定されて良く、
外科医は前記行為を制御するために特定の状況においては、より容易にアクセスし、操作
できるジョイスティック２ａを選択することが可能となる。
【０１０３】
　図６に移動して、これは支持部材２０上に設けられた本質的には案内溝の構成を有する
結合要素９と、装置１のベース面２５上に設けられた本質的には案内レールの構成を有す
る相補的に固定する結合要素１０、との間の滑動係合を図解する。当業者は、上記部材間
の他の様々な滑動配列の手段もまた、発明に使用可能であることを理解する。前記滑動配
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列は、滑動方向における異なった位置の連続体を画定して良く、および／または滑動方向
に沿った結合要素９，１０間の比較的より安定した係合のいくつかの位置を画定して良い
。
【０１０４】
　示されているように、装置１の滑動方向は、クリップ５によって画定される断面領域に
ほぼ直交するか、あるいはたとえば３０°～９０°、好ましくは６０°～９０°の間のク
リップ５によって画定される断面領域に対する角度、であって良い。この滑動可能な移動
を図５に示された実施形態に適用すると、手術用具の長手方向軸Ｘ－Ｘ'に沿って、ハン
ドル３からの異なった距離に、装置１とその入力部材２を位置決めすることが可能となる
。このことは、軸Ｘ－Ｘ'に沿って手からの距離を調節することを可能にすることによっ
て、操作者の異なった手の大きさに対してシステムを適合させることをさらに助ける。
【０１０５】
　類似の結合要素１０が装置の最上面２６上にも設けられ、他の結合要素９と長手方向軸
Ｘ－Ｘ'を跨いで対称な係合が出来るということに注意されたい。
【０１０６】
　図７は装置１の可能な実施形態を図解する。上の装置はその横方向側面４の一つにのみ
入力部材２を含む。使用においては、図５に図解されたシステムにおけるように、そのよ
うな装置は長手方向軸Ｙ－Ｙ'を跨いで対称的に逆さまにする必要があり、左手、右手両
方での使用が可能となる。
【０１０７】
　下の装置は反対側の横方向側面４上にほぼ対称的に位置決めされ、同じ行為を制御する
ための対の入力部材２を含む。図５のシステムでは、そのような装置１は、たとえばハン
ドル３の左横側および右横側にそれぞれより近い方の位置の間で、クリップ５によって囲
まれた断面領域に対して円周方向に移動可能であり、これにより装置１の反対側の横方向
側面４上の入力部材２が、外科医の左手および右手にそれぞれ近づきやすくなる。
【０１０８】
　図８に変わって、これはクリップ５の二つの可能な配列を図解し、ここでは閉鎖部材１
８なしで示される。上の実施形態では、クリップ５は、ここではほぼアーチ型の内部部材
２８によって与えられる受け面２７を備える。ほぼアーチ型の部材２８は、異なった形状
の手術ハンドルに係合が可能であるが、部材２８の他の結合構造、たとえば特定のハンド
ル形状に帰するべき結合構造が可能である。部材２８は好ましくは、クリップ５の受け面
と手術ハンドル３の間に緊密な嵌合を獲得するために、たとえばシリコンまたはスポンジ
ゴムなどの比較的柔軟な材料で作られて良い。部材２８の半径方向内側の円周上に間隔の
開けた波型２９は、異なったハンドルに適応させるために、部材２８を半径方向内側また
は外側に曲げて変形しやすくすることができる。部材２８は、円周の長さがたとえば０．
５cm ～１０cmの間、ハンドル３の十分な部分と係合するためにたとえば２cm～６cmの間
であって良い。
【０１０９】
　部材２８に取付けられ半径方向外側に、ハウジング部材１９が設けられ、それに支持部
材２０が外周に移動可能に配列される。部材２８とハウジング部材１９間の図解された取
付けは、ここでは合わせ関係によってなされ、部材２８の半径方向外側部分が相補的形状
、ここではハウジング部材１９の半径方向内面に設けられた溝、に嵌合する。このような
取付けの他の手段、たとえば接着剤または機械的手段、によるものの可能性も受入れられ
る。ハウジング部材１９は、ハンドル３の十分な部分を抱き込むために、たとえば０．５
cm ～１０ cm の間の円周長さ、たとえば２cm ～６cmの間、を有して良い。ハウジング部
材１９の円周長さは、好ましくは内部の部材２８のそれと同じかまたはより小さくて良い
。
【０１１０】
　図解された実施形態においては、支持部材２０は、ハウジング部材１９の半径方向外側
に設けられた円周方向に延伸する溝３１に、滑動可能にうまくはまる半径方向に近位の端
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部３４を備える。ハウジング部材１９にある溝３１は、支持部材１９の円周方向の移動を
溝３１内に制限するための外周上に位置決めされた係止部材３５を備える。支持部材２０
は、装置１の結合要素１０を滑動可能に係合するべく構成された結合要素９を、その半径
方向遠位端部２３に備える。ハウジング部材１９は、実質的に剛性のある材料で作られる
のが都合よく、たとえばＰＥ，ＰＰのような実質的に剛性のあるプラスチックなどであり
、それによりクリップ５が手術用具３上に位置決めされた時に、その中に設けられた溝３
１が変形して機能を失わないようにする。同様にして支持部材２０は、実質的に剛性のあ
る材料で作られるのが都合よく、たとえばＰＥ，ＰＰのような実質的に剛性のあるプラス
チックなどであり、それにより装置１の確実な保持を提供する。
【０１１１】
　図８の下側には、クリップ５の実施形態が図解され、これは円周上に互いに対して隣接
して配列され、クリップ５の相対的に柔軟な部分、たとえば内部部材２８によってそれら
同士が結合される二つのハウジング部材１９を備える。この配列は、例えハウジング部材
１９が、それ自体相対的に剛性がある場合でも、クリップ５が内側または外側に容易に曲
げて変形され得るので、手術用具３の様々な直径を受取る。好ましくは、おのおののハウ
ジング部材はその周囲に沿って移動可能に係合する支持部材２０を備える。この実施形態
を図５のシステムに適用すると、そのようなクリップ５は手術ハンドル３の最上部側に対
称に設置可能であり、それによりハウジング部材１９の一つはハンドル３の一つの横側に
伸び、一方他のハウジング部材１９はハンドル３の反対の横側に伸びる。したがって、こ
のことはハンドル３の各横側に移動可能な支持部材２０を円周上に設け、このようにシス
テムが右手、左手両方で使用されることを許容する。
【０１１２】
　図９は、図８下で図解されたクリップ５を示すが、閉鎖手段１８を伴い、閉鎖機構２４
の効力により閉鎖ループを形成する。図解から明白に判るように閉鎖手段１８はこの実施
形態において追加の機能を果たす。特に、クリップ５のハウジング部材１９の円周上端部
３２の間で、閉鎖ループを設けること以外に、この場合には適切な柔軟性のあるストラッ
プである閉鎖手段１８が、ハウジング部材１９の外周に沿って伸び、かつハウジング部材
１９に設けられた溝３１内にぴったり収まっている。その上支持部材２０は、それらの半
径方向近位端３４にある円周上に伸びた開口３３を通して、閉鎖部材１８を受取るのに適
合している。この結果、閉鎖手段１８を用いてクリップ５を手術用具の周囲に締付けるこ
とはまた、ハウジング部材１９に抗して、特に溝３１の底部に抗して、支持部材２０を半
径方向内側に押し、かくしてこれら部材間の摩擦係合を増強し、支持部材２０が前記溝３
１に沿って円周上異なった位置の間で移動された場合に、安定した維持が可能となる。
【０１１３】
　最後に図１０は、支持部材２０の異なった形状と大きさのいくつかを示し、支持部材２
０の半径方向遠位端２３に設けられた結合要素９が見えており、半径方向近位端３４にあ
る貫通した開口３３も同様である。図解された支持部材２０は、たとえばそれらの半径方
向長さ、好ましくはそれらの反対側端部間のステム部３６の長さ、および／またはステム
部に対する結合要素９の位置、などが異なっていて良い。
【０１１４】
　当業者であれば理解するように、上記に説明された好ましい特徴は、装置１、クリップ
５および手術用具を備える本システムに対してだけでなく、装置１とクリップ５を別々に
、または相互に結合された構成において包含したパーツキットとして、装置１とクリップ
５に対してもまた適用される。
【０１１５】
　さらなる態様において、発明は上記に説明されたように任意のシステムまたはパーツキ
ット、または手術において上記で説明されたように装置１および／またはクリップ５の使
用に関する。
【０１１６】
　もう一つの態様では、発明は手持ち手術用具および遠隔器具の操作を制御するための方
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法に関し、前記遠隔器具は手術用具とは別個のものであり、前記方法は：
ａ）装置１とクリップ５から成る本パーツキットを手持ち手術用具へ取付けるステップと
；
ｂ）手術用具を、その操作のために手に保持するステップと；
ｃ）前記装置１の入力部材（一つまたは複数）２を、手持ち手術用具を保持する手の少な
くとも一本の指で操作することによって、前記遠隔器具を制御するステップと；
を備えた方法。
【０１１７】
　作動の例において、使用者がジョイスティックを傾けると、装置に内蔵された電子機器
とソフトウエアが無線周波数データパケットメッセ－ジを送るが、それはジョイスティッ
クの位置の機能である。
【０１１８】
　もう一つの好ましい作動モードにおいては、本装置は信号の伝送、好ましくは無線伝送
による信号の伝送、を入力部材（一つまたは複数）上で行われた操作に依存して、制御す
るのにさらに適合している。たとえば、入力部材がたとえば３秒以上連続して押されると
、装置は信号の伝送を中止し、全ての入力部材が解除されて、かつ少なくとも一つの入力
部材が再び押されるまで、どのようなさらなる信号も伝送しない。そのような作動コマン
ドは、ジョイスティック（一つまたは複数）が偶然に押されて、すなわち作動状態にある
ままブロックされて所望されない恒久的データの伝送を防ぐ。
【０１１９】
　本装置はさらに、装置寿命の終端に近づいたときに、視認可能なもしくは感知可能な警
告を伝送することに、特に、さらに適合している。たとえば、本装置は使用された、すな
わち実際の信号を伝送した時間の長さを、内部に記憶するのに適合している。それがある
時間、たとえば１００分の使用に達すると、使用者に寿命の終端に近づいたことの警告を
開始する。寿命の終端、たとえば１１０分、に達すると、本装置は伝送を完全に停止する
べく構成される。
【０１２０】
　表１は、本発明による装置の好ましい実施例のいくつかの技術的特徴を示す。
【０１２１】
【表１】

【０１２２】
　本発明はこのように一つ以上の遠隔器具および手術用具の同時制御を提供することを可
能にする装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
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【図１】手持ち手術用具のハンドルに離脱可能な方法で取付けられた遠隔器具の無線制御
用に構成された、発明による装置の実施形態を示す。
【図２】遠隔器具の無線制御用に構成された、発明による装置の実施形態を示す。
【図３】遠隔器具の無線制御用に構成された、発明による装置の実施形態を示す。
【図４】遠隔器具の無線制御用に構成された、発明による装置の実施形態の内部構造を示
す。
【図５】手持ち内視鏡手術用具上に離脱可能に取付けられた、発明による装置とクリップ
の実施形態を示す。
【図６】発明の装置と発明によるクリップの支持部材間の滑動可能な係合を示す。
【図７】入力部材を一横方向側面にのみ、または両方の横方向側面に有する、発明の装置
の実施形態を示す。
【図８】一つまたは二つの外周に伸びたハウジング部材、およびそれぞれの支持部材を備
えた発明のクリップ（閉鎖部材なしで図解されている）の実施形態を示す。
【図９】閉鎖部材を備えた、発明によるクリップの一実施形態の正面図および断面図を示
す。
【図１０】発明による支持部材の例証的実施形態を示す。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　　装置
　２ａ　入力部材、ジョイスティック
　２ｂ　入力部材、ジョイスティック
　３　　手術用具
　４　　横方向側面
　５　　アダプター手段
　６　　留め要素
　７　　ノッチ
　８　　結合手段
　９　　結合要素
　１０　結合要素
　１１　コントローラ
　１２　送信機
　１３　プリント回路基板
　１４　内臓アンテナ
　１５　バッテリー
　１６　ハウジング
　１８　閉鎖手段、締付手段
　１９　ハウジング部材
　２０　支持部材
　２１　回転ホイール
　２２　軸
　２３　半径方向遠位端
　２４　閉鎖機構
　２５　ベース面
　２６　最上面
　２７　受け面
　２８　（アーチ型）部材
　２９　波型
　３１　溝
　３２　円周上端部
　３３　開口
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　３４　半径方向近位端、端部

【図１】 【図２】

【図３】



(26) JP 2009-508605 A 2009.3.5

【図４】 【図５】
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